様式第4号(第8条関係)

年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　様

彦根市長　　　　　　　　　　　　　

彦根市男女共同参画センター団体登録承認・不承認通知書

　　　年　　月　　日付けで彦根市男女共同参画センター団体登録申請があったことについて、下記のとおりとします。
記

1　団体登録を下記条件を付して承認する。
　①　虚偽または不正な行為により登録を受けた事実が判明したときは、登録を取り消すものとする。
　②　団体登録の要件を欠くに至ったとき、または代表者等に変更が生じたときは、すみやかに報告するものとする。
　③　登録団体の登録の有効期間は、　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までとする。


2　団体登録を下記理由により不承認とする。
　理由

	　
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　





備考　市長が、条例第18条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの様式の使用については、この様式中「彦根市長」とあるのは、「指定管理者」と書き換えて使用する。(教示を除く。)
教示
1　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、彦根市長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市長となります。)(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者である　　　　　を被告として)、提起することができます。
　　　なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。

